
秋の彩り、紅葉の季節がやってきました
秋の深まりとともに、街の木々も少しずつ色づいてきました。少し足を伸ばして紅葉

を見に出かけてみてはいかがでしょうか。自然の美しさに触れることで、心もリフレッ

シュされるはずです。

今回は「紅葉」について調べてみました。

紅葉にまつわる豆知識

紅葉のしく み

紅葉は、葉の中にある「クロロフィル（葉緑素）」という緑の色素

が分解されることで始まります。

クロロフィルが減少すると、普段は見えなかった「アントシアニン

（赤）」や「カロテノイド（黄色）」などの色素が表に現れ、葉が赤や

黄色に色づいていきます。

紅葉の鮮やかさは気温と天気で変わる

紅葉の鮮やかさは、昼夜の寒暖差が大きいほど美しくなると言

われています。日中の暖かさと夜間の冷え込みによって、葉の

「アントシアニン(赤)」などの色素が多く生成され、赤や黄色が

鮮やかに発色します。

また、晴天が続き、太陽の光を十分に浴びることで、色素が安定し

、葉はくすまずに鮮やかな色合いを保ちます。

紅葉する木としない木
紅葉する木には、モミジ、イチョウ、カエデ、

ナナカマドなどがあり、秋になると赤や黄色に

色づきます。一方、松や杉などの常緑樹は紅葉せ

ず、冬でも緑の葉を保ちます。

場所によっては、紅葉する木と常緑樹が混

ざり合い、赤・黄・緑が織りなすグラデーションのような景色が広がり

ます。秋ならではの美しい風景です。

時間帯は朝と
夕方が狙い目

朝の柔らかな光や夕方の黄金色の光（マジックアワー）は

、紅葉の色をより鮮やかに引き立てます。

逆光を活かす
逆光で撮ると葉が輝いて見えます。露出補正機能を使って

明るさを調整すると、自然な仕上がりになります。

スマホの
機能を活用する

ポートレートモードやHDR機能を活用すると、紅葉の立体

感や色の深みが際立ちます。

紅葉撮影がもっと楽しくなる！3つのポイント
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2025.10［vol.137］※本紙に基づくお客様の決定や行為、それに伴う結果について、当社は一切の責任を負いかねます。

機能 使用目的 搭載種目の例

③バッテリーの状態を通知する機能
福祉用具の維持管理や修理交換の目安、

使用状況の把握により、メンテナンスや 適

正な給付のために活用

電動車いす、移動用リフト、

歩行器、床ずれ防止用具、特

殊寝台等
④福祉用具の異常・故障を通知する機能

⑤福祉用具の使用状況を通知する機能

給付対象外となる機能

⑥利用者の状態変化・体調不良等を通知する機能 (例 バイタルセンシングによる検知等)

⑦ 利用者が操作し緊急情報を通知する機能 (例 インターホン、ナースコールへの接続等)

⑧ ①～⑤に示す機能を用いる、上記①～⑤の使用目的以外の活用 (例 ナビゲーション･コミュニケーション等)

⑨ ①～⑤に示すもの以外の機能

機能 使用目的 該当種目

①福祉用具の位置情報（例 GPSによる取得）

を通報する機能

福祉用具の位置情報の把握を

踏まえた安全の確保
認知症老人徘徊感知機器

通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて
介護保険
情報

厚生労働省では、9月5日に開催された第247回介護給付費分科会にて「通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて」が議論され、通信機能

を備えた福祉用具の取扱いの種類を拡大する方向で検討されています。今後、関係団体との協議を経て、改正通知の発出やQ&Aの整備などが予

定されており、制度の具体的な運用に向けた準備が進められています。

新たに給付対象となる通信機能付き福祉用具のイメージ

1.  位置情報の通知機能
1「）認知症老人徘徊感知機器」

認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーによって感知し、家族、隣人等へ通報するという本来機能に通信機能を備えた福祉用具

「認知症老人徘徊感知機器」について、居宅内のみならず、居宅外の位置情報を家族、隣人等に通報するものとして考えられる機能が給付対象

※通知後の福祉用具貸与業者の対応として、 従来の保険給付内のサービスとなります。(通知後即時の対応を求めるものではなく、適時対応)

給付対象外となる機能の例

当該福祉用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具について、用具の維持管理や修理交換、使用状況の把握に資する福祉用具の情

報を利用者又は家族、必要に応じて福祉用具貸与事業者等に通知するものとして考えられる機能が給付対象

※特定福祉用具販売の種目(選択制対象福祉用具以外)の給付対象外となります。

※新たな機能の検討や、通信技術の進展・普及により一般市場においても広く製品化された機能については給付対象外とする等の取り扱いについて、

｢介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会｣において適宜見直しを行います。

※通信費用、受信端末の費用、通信環境の整備に要する費用は別途自費となります。

参考:厚生労働省 令和7年9月5日開催 第247回介護給付費分科会【資料 3】通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて(報告)

※安全対策、位置情報の確認を目的として使うGPS発信機(福祉用具に付いていない単体のもの)は介護保険の対象外となります。

※位置情報を通報する機能を備える場合、対象は認知症老人徘徊感知機器と同様で、認知症による徘徊を感知する目的に使用し、 行動の制限などに用いるもので

はありません。

※通知後の福祉用具貸与事業者の対応として、 駆けつけ、安否確認を含む一切の役割を担うものではなく、そのサービス提供は給付対象外となります。

(利用者と事業者の契約により、利用者の自己負担による利用は可能)

2.  維持管理等の通知機能

機能 使用目的 搭載種目の例

②福祉用具の位置情報（例 GPSによる取得）

を通報する機能

福祉用具の位置情報の把握を

踏まえた安全の確保
歩行器、車いす等

G P S
通信機能を

内蔵

上記以外の当該福祉用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具について、福祉用具の位置情報を家族、隣人等に通報するものとして考

えられる機能が給付対象

例

2「）認知症老人徘徊感知機器」以外
※通信機能が物理的に内蔵されている場合も給付対象
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